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(57)【要約】
　
【課題】　金型の光学部品搭載方向を加工方向として形
成されるピックアップベースを用いる光ピックアップ装
置を提供する。
【解決手段】　軸受部品保持部１０は、ガイド軸１５と
同一の中心軸を基準とする中心角が１８０°以下の円弧
部を有する少なくとも３個の保持部１１が、ガイド軸１
５の中心軸方向に隣接して配置される形状である。隣接
する２個の保持部１１は、互いに逆向きであって、スト
レート部１３が光ディスク３の回転軸方向と平行に配置
されるように成形される。３個隣接して形成される保持
部１１の円弧の中心軸は、軸受部品保持部１０に嵌合さ
れる軸受部品１４の中心軸と一致する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光記録媒体の信号記録面にレーザ光を集光させる対物レンズと、前記対物レンズを移動
する対物レンズ移動部と、前記対物レンズおよび前記対物レンズ移動部を搭載するピック
アップベースとを備える光ピックアップ装置であって、
　前記ピックアップベースは、前記ピックアップベースを前記光記録媒体の半径方向に移
動させるガイド軸が挿通される少なくとも１個のガイド軸保持部を備え、
　前記ガイド軸保持部は、前記ガイド軸と同一の中心軸を基準とする中心角が１８０°以
下の円弧状の凹部を有する少なくとも３個の保持部が、前記凹部で前記ガイド軸を互いに
挟むように配置される形状と同一の形状であることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記同一の形状は、前記少なくとも３個の保持部が前記ガイド軸の中心軸方向に隣接し
て配置される形状であり、
　前記ガイド軸は、前記ガイド軸保持部に嵌合される軸受部材に挿通されることを特徴と
する請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記凹部は、頭頂部が前記ガイド軸に接する突起部を備えることを特徴とする請求項１
に記載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記凹部は、頭頂部が前記軸受部材に接する突起部を備えることを特徴とする請求項２
に記載の光ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記ガイド軸保持部は、前記軸受部材が前記ガイド軸保持部から抜けることを防止する
軸受部材抜け防止部を備えることを特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記ガイド軸保持部は、前記軸受部材に塗布される潤滑剤が漏れることを防止する潤滑
剤保持部を備えることを特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記少なくとも３個の保持部の端部は、前記ガイド軸の中心軸を含み、かつ前記光記録
媒体の半径方向と略平行な面において分離されていることを特徴とする請求項１に記載の
光ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記ガイド軸保持部は、前記ピックアップベースと一体に成型される部分と、前記ピッ
クアップベースとは別に成型され、かつ前記ピックアップベースに着脱可能である部分と
から構成されることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の光ピックアップ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光記録媒体に情報を記録再生する光ピックアップ装置に関し、より詳細には
、金型の光学部品搭載方向を加工方向として形成される光ピックアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１１は、従来の技術による光ディスクドライブ装置８０を示す図である。光ディスク
ドライブ装置８０は、本体を構成するベースシャーシ８１と、光学ディスク８２を回転駆
動するディスク駆動部８３と、ディスク駆動部８３に搭載される光学ディスク８２に対し
て情報信号の記録または再生を行う光ピックアップ８４と、光ピックアップ８４を光ディ
スク８２の半径方向に沿って移動自在に支持する第１ガイド軸８５および第２ガイド軸８
６を有する。
【０００３】
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　光学ディスク８２は、たとえばＣＤ( Compact Disc)またはＤＶＤ(Digital Versatile 
Disc)などの光記録媒体である。光学ディスク８２が搭載されるターンテーブルは、スピ
ンドルモータの回転軸に取り付けられ、スピンドルモータによって駆動される。光学ピッ
クアップ８４が出射するレーザ光は、光学ディスク８２の信号記録面に照射される。
【０００４】
　図１２は、光ピックアップ８４の外観図である。図１２（ａ）は、光ピックアップ８４
の平面図である。図１２（ｂ）は、光ピックアップ８４を右から見た側面図である。図１
２（ｃ）は、光ピックアップ８４の底面図である。図１２（ｄ）は、軸受部品９１の中心
軸を含む切断面線Ｈ－Ｈで切断した断面図である。
【０００５】
　光ピックアップ８４は、ピックアップベース８７と、ピックアップベース８７の上面側
に配置され光学ディスク８２の信号記録面に光ビームを合焦させる対物レンズ８８と、光
ビームを発光する光源と、光学ディスク８２の信号記録面から反射する戻りの光ビームを
検出する受光素子と、対物レンズ８８を光学ディスク８２のフォーカシング方向およびト
ラッキング方向に駆動させる駆動系とを備える光ピックアップ装置である。光ピックアッ
プ８４は、光学ディスク８２の信号記録面に信号を書き込み、または読み出す。
【０００６】
　図１３は、ピックアップベース８７の外観図である。図１３（ａ）は、ピックアップベ
ース８７の平面図である。図１３（ｂ）は、ピックアップベース８７を右から見た側面図
である。図１３（ｃ）は、ピックアップベース８７の底面図である。ピックアップベース
８７の移動方向と直交する方向において、ピックアップベース８７の両端部のうちの一つ
の端部には、貫通孔９０が形成される保持部８９が設けられる。貫通孔９０の中心軸は、
ピックアップベース８７の移動方向と一致する。貫通孔９０には、軸受部品９１が嵌合さ
れる。第１ガイド軸８５は、軸受部品９１に挿通される。第１ガイド軸８５は、光ピック
アップ８４をピックアップベース８７の移動方向に移動自在に支持する。
【０００７】
　ピックアップベース８７の他端部には、保持部９２が形成される。保持部９２は、第１
ガイド軸８５の中心軸と同じ方向に間隔をあけて２箇所に形成される保持片９３から成る
。保持片９３は、光学ディスク８２の回転軸の方向において第２ガイド軸８６を挟み込む
。
【０００８】
　特許文献１には、キャリッジを移動可能に支持する主軸および従動軸の表面に綿埃、砂
埃などの埃が付着しても、摺動抵抗が小さく抑えられる情報記録再生装置が開示されてい
る。キャリッジは、情報記録再生部と、主軸および従動軸が挿通する主軸受および従動軸
受とを備えている。主軸受は内周部の円周上に凸部が４箇所等間隔に設けられ、凸部が主
軸上を摺動する。従動軸受は、内周部の円周上に凸部が２箇所等間隔に設けられ、凸部が
従動軸上を移動する。凸部のみが主軸または従動軸の表面と接触する。
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－３１２６５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ピックアップベース８７の移動方向と直交する方向Ｙの両端部のうちの一方の端部に形
成される貫通孔９０の中心軸の方向Ｘと、ピックアップ光学部品が搭載される方向Ｚとの
成す角は、９０°である。ピックアップベース８７を加工する金型は、光学部品搭載方向
Ｚを加工方向として加工する。貫通孔９０の加工をするためには、光学部品搭載方向Ｚと
直交する方向の加工ができるスライド構造を備えている必要がある。
【００１１】
　しかしながら、スライド構造を備えると、金型の構造が複雑になり、加工に要する時間
が長くなる。単位時間当たりに加工することができるピックアップベース８７の個数は限
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定されるので、コストアップにつながる。特許文献１は、キャリッジを支持する主軸およ
び従動軸の摺動抵抗を小さくすることについては開示されているが、金型の上下方向の加
工によって軸受部を形成することについては開示していない。
【００１２】
　本発明の目的は、金型の光学部品搭載方向のみを加工方向として形成されるピックアッ
プベースを用いる光ピックアップ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、光記録媒体の信号記録面にレーザ光を集光させる対物レンズと、前記対物レ
ンズを移動する対物レンズ移動部と、前記対物レンズおよび前記対物レンズ移動部を搭載
するピックアップベースとを備える光ピックアップ装置であって、
　前記ピックアップベースは、前記ピックアップベースを前記光記録媒体の半径方向に移
動させるガイド軸が挿通される少なくとも１個のガイド軸保持部を備え、
　前記ガイド軸保持部は、前記ガイド軸と同一の中心軸を基準とする中心角が１８０°以
下の円弧状の凹部を有する少なくとも３個の保持部が、前記凹部で前記ガイド軸を互いに
挟むように配置される形状と同一の形状であることを特徴とする光ピックアップ装置であ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、光記録媒体の信号記録面にレーザ光を集光させる対物レンズと、対物
レンズを移動する対物レンズ移動部と、対物レンズおよび対物レンズ移動部を搭載するピ
ックアップベースとを備え、ピックアップベースは、ピックアップベースを光記録媒体の
半径方向に移動させるガイド軸が挿通される少なくとも１個のガイド軸保持部を備え、ガ
イド軸保持部は、ガイド軸と同一の中心軸を基準とする中心角が１８０°以下の円弧状の
凹部を有する少なくとも３個の保持部が、凹部でガイド軸を互いに挟むように配置される
形状と同一の形状である。したがって、金型の光学部品搭載方向を加工方向として形成す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施の第１の形態である光ピックアップ装置１を示す図である。図１
（ａ）は、光ピックアップ装置１の平面図である。図１（ｂ）は、軸受部品保持部１０を
右から見た側面図である。図１（ｃ）は光ピックアップ装置１の底面図である。
光ピックアップ装置１は、ピックアップベース２と、ピックアップベース２に搭載され、
光学ディスク３の信号記録面に光ビームを合焦させる対物レンズ４と、光ビームを発光す
る図示しない光源と、光学ディスク３の信号記録面から反射される戻りの光ビームを検出
する図示しない受光素子と、対物レンズ４を光学ディスク３のフォーカシング方向および
、トラッキング方向に駆動させる駆動系とを備える光ピックアップ装置である。フォーカ
シング方向は、光スポットを集光させる方向であり、トラッキング方向は、光スポットを
情報トラックに追尾させる方向である。
【００１６】
　ピックアップベース２の移動方向と直交する方向において、ピックアップベース２の両
端部のうちの一つの端部には、軸受部品保持部１０が２箇所形成される。軸受部品保持部
１０にはそれぞれ軸受部品１４が嵌合される。２つの軸受部品１４は、ガイド軸１５が挿
通される。軸受部品１４の中心軸の方向は、ピックアップベース８７の移動方向と一致す
る。
【００１７】
　図２は、本発明の実施の第１の形態である光ピックアップ装置１で用いる軸受部品保持
部１０を示す図である。図２（ａ）は、軸受部品保持部１０の平面図である。図２（ｂ）
は、軸受部品保持部１０を右から見た側面図である。図２（ｃ）は、軸受部品保持部１０
を軸受部品１４の中心軸と垂直な方向の切断面線Ａ－Ａで切断した断面図である。図２（



(5) JP 2010-20859 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

ｄ）は、軸受部品保持部１０を軸受部品１４の中心軸と垂直な方向の切断面線Ｂ－Ｂで切
断した断面を示す図である。図２（ｅ）は、軸受部品保持部１０の底面図である。図２（
ｆ）は、軸受部品保持部１０を軸受部品１４の中心軸の切断面線Ｃ－Ｃで切断した断面図
である。
【００１８】
　ガイド軸保持部である軸受部品保持部１０は、保持部１１が３個隣接して配置された形
状に成形される。保持部１１は、中心角が１８０°の半円弧状の凹部１２を有し、凹部１
２の両端は、接線方向に立ち上がるストレート部１３が設けられる。隣接する２個の保持
部１１は、互いに逆向きであって、ストレート部１３が光ディスク３の回転軸方向と平行
に配置されるように成形される。３個隣接して形成される保持部１１の円弧の中心軸は、
軸受部品保持部１０に嵌合される軸受部品１４の中心軸と一致する。凹部１２の円弧は、
１８０°に限定されるものではなく、１８０°以下でも良い。
【００１９】
　軸受部品保持部１０は、軸受部品１４の外側面を３箇所で支持する。保持部１１によっ
て形成される半円弧状の凹部１２のうち開口部が光学ディスク３の情報読み取り面側に向
いた２箇所の凹部１２は、軸受部品１４の外側面のうち中心軸方向の両端部を支持する。
開口部が光ディスク３の情報読み取り面とは逆向きに向いた１箇所の凹部１２は、軸受部
品１４の外側面のうち中央部を支持する。
【００２０】
　保持部１１のストレート部１３は、金型の光学部品搭載方向である光学ディスク３の回
転軸方向と平行であるので、軸受部品保持部１０は金型の光学部品搭載方向のみの加工で
成形することができる。
【００２１】
　図３は、本発明の実施の第２の形態である光ピックアップ装置１Ａで用いる軸受部品保
持部２０を示す図である。光ピックアップ装置１Ａの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部２０を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。図３（ａ）は、軸受部品保持部２０の平面図である。図３（ｂ）は、軸
受部品保持部２０を右から見た側面図である。図３（ｃ）は、軸受部品保持部２０を軸受
部品１４の中心軸と垂直な方向の切断面線Ｄ－Ｄで切断した断面図である。図３（ｄ）は
軸受部品保持部２０の底面図である。
【００２２】
　中心角が１８０°の半円弧状の凹部２２を有する保持部２１は、半円弧状の凹部２２に
突起部２３が形成される。各半円弧状の凹部２２には、突起部２３が１箇所形成されるの
で、軸受部品保持部２０は、３箇所の突起部２３を有する。３箇所の突起部２３は、軸受
部品１４の中心軸を基準として各々１２０°の間隔をもって配置される。軸受部品１４は
、突起部２３の頭頂部に圧接することによって保持される。軸受部品１４は、突起部２３
によって保持されるので、軸受部品１４の傾きおよびガイド軸１５の中心軸と軸受部品１
４の中心軸とのずれを修正する場合に、修正する範囲が突起部２３に限定されるので、修
正が容易になる。
【００２３】
　図４は、本発明の実施の第３の形態である光ピックアップ装置１Ｂで用いる軸受部品保
持部２６を示す図である。光ピックアップ装置１Ｂの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部２６を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。軸受部品保持部２６に形成される半円弧状の凹部２７の内周面の軸方向
の両端部には、軸受部材抜け防止部であるテーパリブ２８が形成される。テーパリブ２８
の形状は、凹部２７の端面を軸受部品１４の中心軸方向に立ち上げ、テーパリブ２８の頭
頂部が鋭角になるように形成される。テーパリブ２８は、軸受部品保持部２６に嵌合され
る軸受部品１４が軸受部品保持部２６から抜けることを防止する。テーパリブ２８が形成
されることによって、軸受部品保持部２６の端部における半円弧状を有する開口部の半径
が小さくなると、軸受部品１４を嵌合しにくくなる。したがって、テーパリブ２８の高さ
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は、軸受部品１４を圧入することができる高さに抑える必要がある。
【００２４】
　図５は、本発明の実施の第４の形態である光ピックアップ装置１Ｃで用いる軸受部品保
持部３０を示す図である。光ピックアップ装置１Ｃの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部３０を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。図５（ａ）は、軸受部品保持部３０の平面図である。図５（ｂ）は、軸
受部品保持部３０を軸受部品１４の中心軸と垂直な方向の切断面線Ｅ－Ｅで切断した断面
を示す図である。軸受部品保持部３０は、潤滑剤保持部であるグリス保持リブ３３を備え
る。
【００２５】
　グリス保持リブ３３は、軸受部品保持部３０の端部のうち軸受部品１４が嵌入される側
と反対側の端部の開口部に形成される。グリス保持リブ３３は、軸受部品１４との間に溜
まったグリスが漏れることを防止する。図５（ｂ）に示すように、グリス保持リブ３３の
高さは、軸受部品１４に挿通されるガイド軸１５と接触しない高さにする必要がある。グ
リス保持リブ３３が形成されることによって、余剰なグリスはグリス保持リブ３３と軸受
部品１４との間に蓄えられる。
【００２６】
　図６は、本発明の実施の第５の形態である光ピックアップ装置１Ｄで用いる軸受部品保
持部３８を示す図である。光ピックアップ装置１Ｄの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部３８を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。図６（ａ）は、軸受部品保持部３８の平面図である。図６（ｂ）は、軸
受部品保持部３８を右から見た側面図である。図６（ｃ）は、軸受部品保持部３８の底面
図である。軸受部品保持部３８の軸受部品１４が嵌合される円弧状の凹部３９から見て、
ピックアップベース４０の本体と反対側にある端部４２は開放される。各保持部４１の凹
部３９は中心角が１８０°以下とされることによって、隣接して配置される保持部４１の
端部４２とは接合部を持たなくなるので、互いに分離される。軸受部品保持部３８を形成
する各保持部４１は、軸受部品１４を互い違いに挟むことによって、軸受部品１４を保持
する。各保持部４１の形状を変えることによって、軸受部品１４を保持する保持圧を調整
することができる。
【００２７】
　図７は、本発明の実施の第６の形態である光ピックアップ装置１Ｅで用いる軸受部品保
持部５０を示す図である。光ピックアップ装置１Ｅの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部５０を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。図７（ａ）は、軸受部品保持部５０の平面図である。図７（ｂ）は、軸
受部品保持部５０を右から見た側面図である。図７（ｃ）は、軸受部品保持部５０の底面
図である。軸受部品保持部５０は、光学ディスク３の回転軸の方向で上下に分離される。
光学ディスク３に近い側に配置されるコの字状の軸受部品保持部品５１は、各軸受部品１
４を光学ディスク３に近い側から挟み込む。光学ディスク３から遠い側に配置される軸受
部品受け部５２は、ピックアップベース５３と一体で２箇所に成形され、各軸受部品１４
を光学ディスク３から遠い側から挟み込む。
【００２８】
　軸受部品保持部品５１は、ピックアップベース５３とは別の単独の部品として成型され
、ピックアップベース５３にねじ止めされる。軸受部品保持部５０の構成として単独で成
型される部品を用いることによって、ピックアップベース５３と一体で成型する軸受部品
受け部５２の構造は簡略化される。したがって、軸受部品受け部５２は、いっそう容易に
光学部品搭載方向を加工方向として、ピックアップベース５３と一体で成形することがで
きる。
【００２９】
　図８は、本発明の実施の第７の形態である光ピックアップ装置１Ｆで用いる軸受部品保
持部６０を示す図である。光ピックアップ装置１Ｆの構成は、図１に示した光ピックアッ
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プ装置１の構成と軸受部品保持部６０を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。光ピックアップ装置７は、図７に示す光ピックアップ装置６に、軸受部
材抜け防止部であるリブ６２が形成されるものである。リブ６２は、軸受部品受け部６１
の半円弧状の凹部の内周面の軸方向の両端部に形成される。リブ６２の形状は、軸受部品
受け部６１の端面を軸受部品１４の中心軸方向に立ち上げた端面と、端面と平行な軸受部
品受け部６１の内部側に形成される面とによって形成される。軸受部品１４は、光学ディ
スク３の回転軸の方向に光ディスク３側から配置される。リブ６２が設けられることによ
って、軸受部品１４が、軸受部品受け部６１から抜けることを防止することができる。
【００３０】
　図９は、本発明の実施の第８の形態である光ピックアップ装置１Ｇで用いる軸受部品保
持部６５を示す図である。光ピックアップ装置１Ｇの構成は、図１に示した光ピックアッ
プ装置１の構成と軸受部品保持部６５を除いて同じ構成であり、重複する部分については
説明を省略する。図９（ａ）は、軸受部品保持部６５の平面図である。図９（ｂ）は、軸
受部品保持部６５を右から見た側面図である。図９（ｃ）は、軸受部品保持部６５の底面
図である。図９（ｄ）は、軸受部品保持部６５をガイド軸１５の中心軸を含んだ切断面線
Ｆ－Ｆで切断した断面を示す図である。
【００３１】
　軸受部品保持部６５は、３箇所等間隔に形成される保持部６６から成る。保持部６６の
形状は、図２に示す保持部１１の形状と同じである。保持部６６のうち、外側２箇所に配
置される保持部６６は、半円弧状の凹部の開口部が光学ディスク３側に向いており、ガイ
ド軸１５の側面のうち光学ディスク３から遠い側を支持する。保持部６６のうち、中央部
に配置される保持部６６は、半円弧状の凹部の開口部が光学ディスク側とは逆向きに向い
ており、ガイド軸１５の外周面のうち光学ディスク３に近い側を支持する。ガイド軸１５
は３箇所に形成される保持部６６によって挟み込むように保持される。
【００３２】
　図１０は、本発明の実施の第９の形態である光ピックアップ装置１Ｈで用いる軸受部品
保持部７０を示す図である。光ピックアップ装置１Ｈの構成は、図１に示した光ピックア
ップ装置１の構成と軸受部品保持部７０を除いて同じ構成であり、重複する部分について
は説明を省略する。図１０（ａ）は、軸受部品保持部７０の平面図である。図１０（ｂ）
は、軸受部品保持部７０を右から見た側面図である。図１０（ｃ）は、軸受部品保持部７
０の底面図である。図１０（ｄ）は、軸受部品保持部７０をガイド軸１５の中心軸を含ん
だ切断面線Ｇ－Ｇで切断した断面を示す図である。軸受部品保持部７０の形状は、軸受部
品保持部６５と同じであるが、軸受部品保持部７０を構成する３箇所に配置される保持部
７１のうち、両端部に配置される保持部７１には、グリス保持溝７２が設けられる。グリ
ス保持溝７２は、ガイド軸１５を支持する半円弧状の凹部７４の表面に、一定の深さを持
った溝として形成される。グリス保持溝７２が設けられることによって、余剰なグリスは
グリス保持溝７２に蓄えられる。
【００３３】
　このように、光学ディスク３の信号記録面にレーザ光を集光させる対物レンズ４と、対
物レンズ４を移動する対物レンズ移動部と、対物レンズ４および対物レンズ移動部を搭載
するピックアップベース２とを備え、ピックアップベース２は、ピックアップベース２を
光学ディスク３の半径方向に移動させるガイド軸１５が挿通される少なくとも１個の軸受
部品保持部１０を備え、軸受部品保持部１０は、ガイド軸１５と同一の中心軸を基準とす
る中心角が１８０°以下の円弧部を有する少なくとも３個の保持部１１が、円弧部でガイ
ド軸１５を互いに挟むように配置される形状と同一の形状である。したがって、金型の光
学部品搭載方向を加工方向としてピックアップベース２を成形することができる。
【００３４】
　さらに、同一の形状は、少なくとも３個の保持部１１がガイド軸１５の中心軸方向に隣
接して配置される形状であり、ガイド軸１５は、軸受部品保持部１０に嵌合される軸受部
品１４に挿通されるので、軸受部品保持部１０は金型の光学部品搭載方向の加工で成形す
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ることができる。
【００３５】
　さらに、保持部１１の円弧部は、頭頂部がガイド軸１５または軸受部品１４に接する突
起部を備えるので、軸受部品１４の傾きおよびガイド軸１５の中心軸と軸受部品１４の中
心軸とのずれを修正する場合に、修正する範囲が突起部２３に限定されるので、修正が容
易になる。
【００３６】
　さらに、軸受部品保持部２６は、テーパリブ２８を備えるので、軸受部品保持部２６に
嵌合される軸受部品１４が軸受部品保持部２６から抜けることを防止することができる。
【００３７】
　さらに、軸受部品保持部３０は、軸受部品１４に塗布される潤滑剤が漏れることを防止
するためのグリス保持部３２を備えるので、余剰なグリスをグリス保持リブ３３と軸受部
品１４との間に蓄えることができる。
【００３８】
　さらに、少なくとも３個の保持部４１の端部は、ガイド軸１５の中心軸を含み、かつ光
学ディスク３の半径方向と略平行な面において分離されるので、各保持部４１の形状を変
えることによって、軸受部品１４を保持する保持圧を調整することができる。
【００３９】
　さらに、軸受部品保持部５０は、ピックアップベース５３と一体に成型される部分とピ
ックアップベース５３とは別に成型され、ピックアップベース５３に着脱可能である部分
とから構成されるので、軸受部品受け部５２は、いっそう容易に光学部品搭載方向を加工
方向として、ピックアップベース５３と一体で成形することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の第１の形態である光ピックアップ装置１を示す図である。
【図２】本発明の実施の第１の形態である光ピックアップ装置１で用いる軸受部品保持部
１０を示す図である。
【図３】本発明の実施の第２の形態である光ピックアップ装置１Ａで用いる軸受部品保持
部２０を示す図である。
【図４】本発明の実施の第３の形態である光ピックアップ装置１Ｂで用いる軸受部品保持
部２６を示す断面図である。
【図５】本発明の実施の第４の形態である光ピックアップ装置１Ｃで用いる軸受部品保持
部３０を示す図である。
【図６】本発明の実施の第５の形態である光ピックアップ装置１Ｄで用いる軸受部品保持
部３８を示す図である。
【図７】本発明の実施の第６の形態である光ピックアップ装置１Ｅで用いる軸受部品保持
部５０を示す図である。
【図８】本発明の実施の第７の形態である光ピックアップ装置１Ｆで用いる軸受部品保持
部６０を示す断面図である。
【図９】本発明の実施の第８の形態である光ピックアップ装置１Ｇで用いる軸受部品保持
部６５を示す図である。
【図１０】本発明の実施の第９の形態である光ピックアップ装置１Ｈで用いる軸受部品保
持部７０を示す図である。
【図１１】従来の技術による光ディスクドライブ装置８０を示す図である。
【図１２】光ピックアップ８４の外観図である。
【図１３】ピックアップベース８７の外観図である。
【符号の説明】
【００４１】
　
　１，１Ａ～１Ｈ　光ピックアップ装置
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　２，５３　ピックアップベース
　３　光学ディスク
　４　対物レンズ
　１０，２０，２６，３０，３８，５０，６０，６５，７０　軸受部品保持部
　１１，２１，４１，６６，７１　保持部
　１２，２２，２７，７４　半円弧状の凹部
　１３　ストレート部
　１４　軸受部品
　１５　ガイド軸
　２３　突起部
　２８　テーパリブ
　３３　グリス保持リブ
　３９　円弧状の凹部
　４２　他端部
　５１　軸受部品保持部品
　５２，６１　軸受部品受け部
　６２　リブ
　７２　グリス保持溝

【図１】 【図２】



(10) JP 2010-20859 A 2010.1.28

【図３】 【図４】
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